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はじめに 
 

ドローンをはじめとする無人航空機は「空の産業革命」とも言われ、既に空撮、農薬散布、測

量、インフラの点検等に広く利用されている。今後は、都市部を含む物流や警備への活用等、さら

なる活用の拡大が期待され、社会が抱える様々な課題を解決に導くことで、産業、経済、社会に

変革をもたらすことが期待されている。 

無人航空機の飛行の安全を確保しつつ、そのさらなる活用の拡大を図るため、航空法が改正さ

れ、機体の安全性を国が認証する制度（型式認証・機体認証）を創設し、このための検査は国土

交通省が登録した無人航空機登録検査機関（登録検査機関）が実施できることとなった。 

一般財団法人日本海事協会（ClassNK）は、国土交通省より登録検査機関として、機体の安全

性認証のための検査を実施することが認められた。 

機体認証は、無人航空機の強度、構造及び性能について、設計、製造過程及び現状が安全

基準に適合するか検査し、安全性を確保するための認証制度である。 

型式認証は、主に量産機を対象とした制度であり、型式（モデル）毎に無人航空機の強度、構

造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安

全性と均一性を確保するための認証制度である。型式認証を受けた型式の無人航空機について

は、機体毎に行う機体認証の検査の全部又は一部が省略される。 

今般、本会は型式認証で規定される安全基準及び均一性基準への適合を示す方法をガイドラ

インとして包括的に取りまとめた。 

本ガイドラインが、型式認証取得に係る理解を深める一助となれば幸いである。
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